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16Ｐ5～10 行 

報告書全体の中に、リデュース・リユースの廃棄物削減のための基本的な優先順位が示されていませ

ん。リデュースは自主行動計画でと書かれているが、リデュース・リユースに対して、インセンティブ

をつけ、本格的な廃棄物削減をめざした施策を示すとともに、改めて廃棄物削減の優先順位を明記すべ

きです。 

 

20Ｐ3～17 行 

現状の容器包装リサイクル法（以下容リ法）はリサイクルのための分別収集・選別保管を自治体が行う

ことになっており、循環型社会の形成推進基本法にそった、製造から消費までの循環型システムの構築

に大きな支障があるものと考えます。 

前回改正時にも改善されなかった、地方自治体が税金を投入している現状の改善がなされる文言があり

ません。基本的に拡大生産者責任の考え方を徹底すべきであり、容器の処理費用を商品価格に盛り込み、

受益者負担の考え方を示すべきです。それがないため、容リ法の施行以降、収集等の費用を行政が負担

するため、使い捨て容器がどんどん増えてしまいました。容器包装の発生抑制のために、拡大生産者責

任（EPR：Extended Producer Responsibility）の考え方をもとに市場原理が公平に働く法律にすること

を明記してください。 

 

14Ｐ7～16 行  

環境汚染の解決の視点から、今後のプラスチック容器包装材の規制を検討すべきです。現状のリサイク

ルの７０％がサーマルリサイクルとして燃やされています。また、わずかな量のマテリアルリサイクル

分も、現在多くの報告があり、社会問題化しているマイクロプラスチックの海洋汚染問題は貝や魚等の

食料にも影響を与えています。可塑剤等も含み、ごみとなって海岸や海洋を漂流しながら、ＰＣＢ等の

有害化学物質を吸着し、排出することで海洋を再汚染すると言うメカニズムが科学的知見として証明さ

れています。昨年の G7 サミットで、各国首脳が「海ごみ」問題を重要であると認識した事実に鑑み、本

文だけでなく、標題にも容器包装の材質の環境負荷について対策が重要であることを明記すべきです。 

以上 


